
38.　相 続 税 及 び 贈 与　　

区　　分 相　　　　　　　　続　　　　　　　　税
贈　与　税

暦　年　課　税 相 続 時 精 算 課 税

納 税 義 務 者 相続又は遺贈により財産を取得した者 　贈与により財産を取得した者
　特定贈与者（60歳以上の者）から贈与により財産を取得した18
歳以上の子や孫で相続時精算課税を選択した者

課 税 価 格 相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額
　その年中に贈与により取得した財産（相続時精算課税に係るも
のを除く。）の価額の合計額

　その年中に特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合
計額

基 礎 控 除 等
3,000万円＋（600万円×法定相続人の数）
（注�）法定相続人の数に含まれる養子の数は，原則として実子がいる場合は１人，実子がいない場合は２人まで
とする。

　基礎控除：110万円（本則：60万円）
　特別控除：2,500万円
　　　　　（限度額まで複数回にわたって使用可）

税額の計算等 　⑴�　基礎控除の金額を超える部分の遺産額（債務控除の適用がある場合には，その控除後の価額）を法定
相続人が民法の法定相続分の割合に従って相続したものとした場合の各取得分の価額に対し，その取得
分につき超過累進税率（下表）を適用して相続税の総額を求める。

　⑵�　上記の相続税の総額を，各相続人及び受遺者の課税価格によりあん分した額をもって，それぞれの者
の納付すべき相続税額とする。

　配偶者控除，基礎控除後の課税価格に超過累進税率（下表）を
適用して贈与税額を求める。

　特別控除後の課税価格に20％の一律（比例）税率
　（贈与時）
　　・�特定贈与者からの贈与財産について，他の贈与財産と区別

して贈与時に贈与税を課税
　　・申告を前提に特別控除を超える部分について課税
　（相続時）
　　・�相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額を相続税の

課税価格に加算して相続税額を計算
　　・�相続税額（計算方法は「相続税」欄を参照）から既に納め

た贈与税相当額を控除（控除しきれない贈与税相当額は還
付）

　　（注�）相続税の課税価格に加算する贈与財産の価額は，贈与時
の時価

控 除 等 ⑴　非課税
　　　死亡保険金　　500万円×法定相続人の数
　　　死亡退職金　　500万円×　　　〃
　　　（注�）死亡保険金及び死亡退職金の「法定相続人の数」には，基礎控除と同様，原則として養子は１人又

は２人まで算入する。
⑵　債務控除
　　被相続人の債務（公租公課を含む。）及び葬式費用を課税価格から控除
⑶　税額控除
　①　相続税の対象となる遺産額に含まれる贈与財産につき課せられた贈与税額を控除
　②�　被相続人の配偶者については，当該配偶者の法定相続分相当額（その額が１億6,000万円未満である場合
には１億6,000万円）に対応する税額を控除

　③　未成年者については，18歳に達するまでの年数各１年につき10万円を控除
　④　障害者については，85歳に達するまでの年数各１年につき10万円（特別障害者については20万円）を控除
　⑤�　10年以内に２回以上相続が開始した場合には，原則として，前回の相続税額の10％に，10年からその時ま
での経過年数を控除した年数を乗じた額を控除

　⑥　外国所在財産につき課せられた相続税額を控除
⑷　税額加算
　�　相続人が被相続人の配偶者及び一親等の血族以外の者（孫養子（代襲相続人を除く。）を含む。）であるとき
は，その者の相続税額に20％を加算する。

⑴　特定障害者に対する贈与税の非課税
　�　個人と信託銀行の間で，以下の障害者を受益者とする特定障
害者扶養信託契約に基づき金銭等が信託されたことによって，
当該特定障害者が信託受益権を有することとなる場合には，そ
の信託受益権のうち以下の金額までは非課税
　　・特別障害者：6,000万円
　　・精神障害者保健福祉手帳2･3級の者等：3,000万円
⑵�　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の
非課税18歳以上の者がその直系尊属である者から住宅取得等の
ための金銭の贈与を受ける場合には，500万円（良質な住宅の場
合1,000万円）まで非課税（所得制限2,000万円）
　　（注）適用期限は令和５年12月31日まで
⑶�　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非
課税
　�　直系尊属が子や孫の教育資金として金銭等を拠出し，金融機
関に信託等をした場合には，子や孫ごとに1,500万円まで（学校
等以外の者に支払われる金銭は500万円まで）非課税（所得制限
1,000万円）
　　（注）適用期限は令和５年３月31日まで
⑷�　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈
与税の非課税
　�　直系尊属が子や孫の結婚・子育て資金として金銭等を拠出し，
金融機関に信託等をした場合には，子や孫ごとに1,000万円まで
（結婚に際して支払われる金銭は300万円まで）非課税（所得制
限1,000万円）
　　（注）適用期限は令和５年３月31日まで
⑸　贈与税の配偶者控除
　�　婚姻期間20年以上の夫婦間において居住用不動産等の贈与が
あった場合は，基礎控除とは別に2,000万円を控除

⑴　同　左

⑵　同　左

⑶　同　左

⑷　同　左

税率
1,000万円以下の金額 10%
3,000万円　　〃　　 15%
5,000万円　　〃　　 20%
１億円　　〃　　 30%
２億円　　〃　　 40%
３億円　　〃　　 45%
６億円　　〃　　 50%
６億円超の金額　 55%

152 相続税等



　　税 の 制 度 の 概 要

区　　分 相　　　　　　　　続　　　　　　　　税
贈　与　税

暦　年　課　税 相 続 時 精 算 課 税

納 税 義 務 者 相続又は遺贈により財産を取得した者 　贈与により財産を取得した者
　特定贈与者（60歳以上の者）から贈与により財産を取得した18
歳以上の子や孫で相続時精算課税を選択した者

課 税 価 格 相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額
　その年中に贈与により取得した財産（相続時精算課税に係るも
のを除く。）の価額の合計額

　その年中に特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合
計額

基 礎 控 除 等
3,000万円＋（600万円×法定相続人の数）
（注�）法定相続人の数に含まれる養子の数は，原則として実子がいる場合は１人，実子がいない場合は２人まで
とする。

　基礎控除：110万円（本則：60万円）
　特別控除：2,500万円
　　　　　（限度額まで複数回にわたって使用可）

税額の計算等 　⑴�　基礎控除の金額を超える部分の遺産額（債務控除の適用がある場合には，その控除後の価額）を法定
相続人が民法の法定相続分の割合に従って相続したものとした場合の各取得分の価額に対し，その取得
分につき超過累進税率（下表）を適用して相続税の総額を求める。

　⑵�　上記の相続税の総額を，各相続人及び受遺者の課税価格によりあん分した額をもって，それぞれの者
の納付すべき相続税額とする。

　配偶者控除，基礎控除後の課税価格に超過累進税率（下表）を
適用して贈与税額を求める。

　特別控除後の課税価格に20％の一律（比例）税率
　（贈与時）
　　・�特定贈与者からの贈与財産について，他の贈与財産と区別

して贈与時に贈与税を課税
　　・申告を前提に特別控除を超える部分について課税
　（相続時）
　　・�相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額を相続税の

課税価格に加算して相続税額を計算
　　・�相続税額（計算方法は「相続税」欄を参照）から既に納め

た贈与税相当額を控除（控除しきれない贈与税相当額は還
付）

　　（注�）相続税の課税価格に加算する贈与財産の価額は，贈与時
の時価

控 除 等 ⑴　非課税
　　　死亡保険金　　500万円×法定相続人の数
　　　死亡退職金　　500万円×　　　〃
　　　（注�）死亡保険金及び死亡退職金の「法定相続人の数」には，基礎控除と同様，原則として養子は１人又

は２人まで算入する。
⑵　債務控除
　　被相続人の債務（公租公課を含む。）及び葬式費用を課税価格から控除
⑶　税額控除
　①　相続税の対象となる遺産額に含まれる贈与財産につき課せられた贈与税額を控除
　②�　被相続人の配偶者については，当該配偶者の法定相続分相当額（その額が１億6,000万円未満である場合
には１億6,000万円）に対応する税額を控除

　③　未成年者については，18歳に達するまでの年数各１年につき10万円を控除
　④　障害者については，85歳に達するまでの年数各１年につき10万円（特別障害者については20万円）を控除
　⑤�　10年以内に２回以上相続が開始した場合には，原則として，前回の相続税額の10％に，10年からその時ま
での経過年数を控除した年数を乗じた額を控除

　⑥　外国所在財産につき課せられた相続税額を控除
⑷　税額加算
　�　相続人が被相続人の配偶者及び一親等の血族以外の者（孫養子（代襲相続人を除く。）を含む。）であるとき
は，その者の相続税額に20％を加算する。

⑴　特定障害者に対する贈与税の非課税
　�　個人と信託銀行の間で，以下の障害者を受益者とする特定障
害者扶養信託契約に基づき金銭等が信託されたことによって，
当該特定障害者が信託受益権を有することとなる場合には，そ
の信託受益権のうち以下の金額までは非課税
　　・特別障害者：6,000万円
　　・精神障害者保健福祉手帳2･3級の者等：3,000万円
⑵�　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の
非課税18歳以上の者がその直系尊属である者から住宅取得等の
ための金銭の贈与を受ける場合には，500万円（良質な住宅の場
合1,000万円）まで非課税（所得制限2,000万円）
　　（注）適用期限は令和５年12月31日まで
⑶�　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非
課税
　�　直系尊属が子や孫の教育資金として金銭等を拠出し，金融機
関に信託等をした場合には，子や孫ごとに1,500万円まで（学校
等以外の者に支払われる金銭は500万円まで）非課税（所得制限
1,000万円）
　　（注）適用期限は令和５年３月31日まで
⑷�　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈
与税の非課税
　�　直系尊属が子や孫の結婚・子育て資金として金銭等を拠出し，
金融機関に信託等をした場合には，子や孫ごとに1,000万円まで
（結婚に際して支払われる金銭は300万円まで）非課税（所得制
限1,000万円）
　　（注）適用期限は令和５年３月31日まで
⑸　贈与税の配偶者控除
　�　婚姻期間20年以上の夫婦間において居住用不動産等の贈与が
あった場合は，基礎控除とは別に2,000万円を控除

⑴　同　左

⑵　同　左

⑶　同　左

⑷　同　左

⑴　本則 ⑵�　特例（直系尊属から18歳
以上の者への贈与）

税率 税率
200万円以下の金額 10％ 200万円以下の金額 10％
300万円　　〃　　 15％ 400万円　　〃　　 15％
400万円　　〃　　 20％ 600万円　　〃　　 20％
600万円　　〃　　 30％ 1,000万円　　〃　　 30％
1,000万円　　〃　　 40％ 1,500万円　　〃　　 40％
1,500万円　　〃　　 45％ 3,000万円　　〃　　 45％
3,000万円　　〃　　 50％ 4,500万円　　〃　　 50％
3,000万円超の金額　 55％ 4,500万円超の金額　 55％

153相続税等



38.　相 続 税 及 び 贈 与　　

区　　分 相　　　　　　　　続　　　　　　　　税
贈　与　税

暦　年　課　税 相 続 時 精 算 課 税

そ の 他 ⑴　小規模宅地等の計算の特例
　　　　　　　　　　　　　　　　減額割合　　限度面積
　①　特定事業用等宅地等　　　　80％　　　　400㎡
　②　特定居住用宅地等　　　　　80％　　　　330㎡
　③　貸付事業用宅地等　　　　　50％　　　　200㎡
　　　（不動産貸付，駐車場の用）
　 （注）特定事業用等宅地等とは，特定事業用宅地等及び特定同族会社事業用宅地等をいう。
　　　　特定事業用等宅地等と特定居住用宅地等は，完全併用できる。
⑵　個人事業者の事業用資産についての相続税の納税猶予制度
　�　特例事業相続人等の相続税額のうち事業用資産（土地（400㎡まで），建物（床面積800㎡まで），一定の減価
償却資産）の課税価格の100％に対応する相続税の納税を猶予
 （注）令和10年12月31日までの相続に適用
　　　本制度と特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の課税価格の計算の特例は選択適用
⑶　非上場株式等についての相続税の納税猶予制度
　　経営承継相続人等の相続税額のうち非上場株式等の課税価格の80％に対応する相続税の納税を猶予
　　※�　事業承継税制の特例制度の適用を受ける場合については，特例経営承継相続人等の相続税額のうち非上

場株式等の課税価格の100％に対応する相続税について納税を猶予
　　　 （注）令和９年12月31日までの相続に適用
⑷　農地等についての相続税の納税猶予制度
　　農業相続人の相続税額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税の納税を猶予
⑸　山林についての相続税の納税猶予制度
　�　林業経営相続人の相続税額のうち森林経営計画に従って施業・路網整備を行う山林の課税価格の80％に対応
する相続税の納税を猶予
⑹　医療法人の持分についての相続税の納税猶予制度
　�　経過措置医療法人の持分を取得した相続人等の相続税額のうち当該持分の課税価格に対応する相続税の納税
を猶予
⑺　特定の美術品についての相続税の納税猶予制度
　　寄託相続人の相続税額のうち特定美術品の課税価格の80％に対応する相続税の納税を猶予
⑻　特定計画山林の課税価格の計算の特例
　　森林経営計画に基づき施業が行われている山林の課税価格を５％減額

⑴　農地等についての贈与税の納税猶予制度
　�　農業を営む個人が，推定相続人のうち１人に農地等の全部を
贈与した場合には,贈与税の全額を納税猶予
⑵　個人事業者の事業用資産についての贈与税の納税猶予制度
　�　個人事業者が，受贈者に一定の事業用資産を贈与した場合に
は，贈与税の全額を納税猶予
　（注）令和10年12月31日までの贈与に適用
⑶　非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度
　�　経営者の保有株式等の全部（贈与した結果，後継者の保有割
合が発行済議決権株式等の2/3超となる場合は，当該2/3に達す
るまでの贈与が要件）の贈与をした場合には，贈与税の全額を
納税猶予
　※�　事業承継税制の特例制度の適用を受ける場合は，特例経営
承継受贈者の贈与税額のうち非上場株式等の課税価格の100％
に対応する贈与税について納税を猶予

　　（注）令和９年12月31日までの贈与に適用
⑷�　医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶
予制度
　�　認定医療法人の出資者が持分を放棄したことにより，他の出
資者の持分が増加し経済的利益に相当する額の贈与を受けたも
のとみなされる場合には,贈与税の全額を納税猶予

　《適用手続》
　　○�　贈与を受けた年の翌年３月15日までに，本制度を選択す

る旨の届出書を贈与税の申告書に添付して提出
　　○�　最初の贈与の際に届け出れば，相続時まで本制度の適用

が継続
　　○�　受贈者である兄弟姉妹が別々に，特定贈与者である父・

母ごとに，選択可能
　《適用対象》
　　○　贈与財産の種類，贈与金額，贈与回数に制限はない。
○�　左記の相続税「その他」⑻の特例は，贈与財産を相続時に合
算する際にも適用可能
○　相続時精算課税適用者の特例
　�　事業承継税制の特例制度の適用を受けて贈与により非上場株
式等を取得した場合には，贈与者の子や孫以外の者（18歳以上
の者）であっても，相続時精算課税制度を選択可能
○�　特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続
時精算課税の特例
　�　住宅の取得又は増改築に充てる資金を贈与により取得した場
合には，贈与者の年齢に関わらず，相続時精算課税制度を選択
可能
　（注）適用期限は令和５年12月31日まで
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　　税 の 制 度 の 概 要（続）

区　　分 相　　　　　　　　続　　　　　　　　税
贈　与　税

暦　年　課　税 相 続 時 精 算 課 税

そ の 他 ⑴　小規模宅地等の計算の特例
　　　　　　　　　　　　　　　　減額割合　　限度面積
　①　特定事業用等宅地等　　　　80％　　　　400㎡
　②　特定居住用宅地等　　　　　80％　　　　330㎡
　③　貸付事業用宅地等　　　　　50％　　　　200㎡
　　　（不動産貸付，駐車場の用）
　 （注）特定事業用等宅地等とは，特定事業用宅地等及び特定同族会社事業用宅地等をいう。
　　　　特定事業用等宅地等と特定居住用宅地等は，完全併用できる。
⑵　個人事業者の事業用資産についての相続税の納税猶予制度
　�　特例事業相続人等の相続税額のうち事業用資産（土地（400㎡まで），建物（床面積800㎡まで），一定の減価
償却資産）の課税価格の100％に対応する相続税の納税を猶予
 （注）令和10年12月31日までの相続に適用
　　　本制度と特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の課税価格の計算の特例は選択適用
⑶　非上場株式等についての相続税の納税猶予制度
　　経営承継相続人等の相続税額のうち非上場株式等の課税価格の80％に対応する相続税の納税を猶予
　　※�　事業承継税制の特例制度の適用を受ける場合については，特例経営承継相続人等の相続税額のうち非上

場株式等の課税価格の100％に対応する相続税について納税を猶予
　　　 （注）令和９年12月31日までの相続に適用
⑷　農地等についての相続税の納税猶予制度
　　農業相続人の相続税額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税の納税を猶予
⑸　山林についての相続税の納税猶予制度
　�　林業経営相続人の相続税額のうち森林経営計画に従って施業・路網整備を行う山林の課税価格の80％に対応
する相続税の納税を猶予
⑹　医療法人の持分についての相続税の納税猶予制度
　�　経過措置医療法人の持分を取得した相続人等の相続税額のうち当該持分の課税価格に対応する相続税の納税
を猶予
⑺　特定の美術品についての相続税の納税猶予制度
　　寄託相続人の相続税額のうち特定美術品の課税価格の80％に対応する相続税の納税を猶予
⑻　特定計画山林の課税価格の計算の特例
　　森林経営計画に基づき施業が行われている山林の課税価格を５％減額

⑴　農地等についての贈与税の納税猶予制度
　�　農業を営む個人が，推定相続人のうち１人に農地等の全部を
贈与した場合には,贈与税の全額を納税猶予
⑵　個人事業者の事業用資産についての贈与税の納税猶予制度
　�　個人事業者が，受贈者に一定の事業用資産を贈与した場合に
は，贈与税の全額を納税猶予
　（注）令和10年12月31日までの贈与に適用
⑶　非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度
　�　経営者の保有株式等の全部（贈与した結果，後継者の保有割
合が発行済議決権株式等の2/3超となる場合は，当該2/3に達す
るまでの贈与が要件）の贈与をした場合には，贈与税の全額を
納税猶予
　※�　事業承継税制の特例制度の適用を受ける場合は，特例経営
承継受贈者の贈与税額のうち非上場株式等の課税価格の100％
に対応する贈与税について納税を猶予

　　（注）令和９年12月31日までの贈与に適用
⑷�　医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶
予制度
　�　認定医療法人の出資者が持分を放棄したことにより，他の出
資者の持分が増加し経済的利益に相当する額の贈与を受けたも
のとみなされる場合には,贈与税の全額を納税猶予

　《適用手続》
　　○�　贈与を受けた年の翌年３月15日までに，本制度を選択す

る旨の届出書を贈与税の申告書に添付して提出
　　○�　最初の贈与の際に届け出れば，相続時まで本制度の適用

が継続
　　○�　受贈者である兄弟姉妹が別々に，特定贈与者である父・

母ごとに，選択可能
　《適用対象》
　　○　贈与財産の種類，贈与金額，贈与回数に制限はない。
○�　左記の相続税「その他」⑻の特例は，贈与財産を相続時に合
算する際にも適用可能
○　相続時精算課税適用者の特例
　�　事業承継税制の特例制度の適用を受けて贈与により非上場株
式等を取得した場合には，贈与者の子や孫以外の者（18歳以上
の者）であっても，相続時精算課税制度を選択可能
○�　特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続
時精算課税の特例
　�　住宅の取得又は増改築に充てる資金を贈与により取得した場
合には，贈与者の年齢に関わらず，相続時精算課税制度を選択
可能
　（注）適用期限は令和５年12月31日まで
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